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〈研究論文〉

日本における国際パカロレア教育の受容実態に関する一考察

一一一デイプロマプログラム (DP) に着目して一一

はじめに

本論は，国際パカロレア(International

Baccalaureate :以下 IB)教育の 1つであるデ

イプロマプログラム (DiplomaProgramme :以

下 DP)の導入過程に焦点を当て，その受容実

態について考察したものである。なかでも日本

の IB認定校における DP導入に伴う課題の一

端を明らかにする D 諜題と一言で、言っても，制

度面や財政直等，様々な側面があるが，本論で

は IB教育の中核を担う教員の視点に基づき検

討ーしていく。

IBとは，ジュネーブに本部を置く国際パカロ

レア機構(1)が提供する教育プログラムであり，

2016年10月現在，世界140以上の国・地域にあ

る4，658校で導入されている{ヘ IBは， 1968年

に在外子女，帰国子女，海外渡航予定子女等，

国際的な移動を伴う生徒たちが，各国の大学に

円滑に入学出来るための仕組み作りを目的とし

て設立された。そのため，当初は，国際的共通

カリキュラムと世界的に認証される中等教育修

了資格(大学受験・入学資格)としての DPの

みが創設された。 DP は 16~19歳を対象とした

2年間のプログラムである。その後，数年毎に

行われるプログラムの改訂，対象年齢が異なる

プログラムの開設を経て，現在に至っている口

現在では「多様な文化の理解と尊重の精神を

通じて，より良い，より平和な世界を築くこと

に貢献する，探究心，知識，思いやりに富んだ

若者の育成jω を全体的な教育目的とし，初等教

育段階から中等教育段階まで， DPを含む 4つ
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の教育プログラムが提供されている{ヘ現在，

世界で DP資格を認証する大学は，約2，000校に

上る。

近年，日本では「日本再興戦略-JAPAN is 

BACK -J (2013年 6月間議決定)に基づき，

「グローパルイヒに対応した教育を牽引する学校

群J(5)の形成を目的とし， 2018年までに IB認定

校等を200校に増加させることが自指されてき

た。そして， DPで提供する科目を英語だけで

なく，日本語でも実施可能とする「国際パカロ

レア・デュアルランゲージ・デイプロマ(通称，

日本語 DP)Jの開発がなされるなど， IBの普

及，拡大に向けた取り組みが推進されてきた。

ただし， Iまち・ひと・しごと創生総合戦略j

(2015年12月間議決定)において， I国際的に通

用する大学入学資格が取得可能な教育プログラ

ム (IB)の普及拡大を図り 2020年までに IB

認定校等を200校以上に増やす」ωと発表され，

自標達成年の修正がなされている。

2016年10月現在， [ヨ本囲内における IB認定

校は39校である (η。その内，学校教育法第一条

に規定されている学校(一条校)は， 15校であ

る。 DPに限定すると，認定校が28校，うち一

条校は14校である。日本の一条校が最初に DP

の認定を受けたのは2002年であり， 2校自が

2009年である(針。つまり，日本の一条校におけ

るIBDP導入は端緒に就いたばかりであるとい

える。現在，徐々にではあるが，地方自治体に

おける教育改革の一環としても， IBの導入を模

索する動きがみられるなどへ今後， IB認定校

は増加していくことが見込まれる。
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1.本研究の意義

IBに関する五万-究は， IBのカリキュラム却f究

(Culross， R.et.al 2011等)や，インターナショ

ナルスクール等を対象にした IB教育の成果に

関する研究(相良・岩崎 2007)が確認されて

おり，一定の実託研究の蓄積がみられる。しか

し， 日本の一条校のような公教育にいかに IB

を導入するか，その際にいかなる課題が生じ，

それらをいかに克服するかという IB の~幕入過

程の研究に関しては，研究蓄積が不十分である。

実践罰においても， IBの導入過程における研

究の必要性は高い。なぜなら， IB教育の特徴と

して， I学習者中心主義j， I探究~学習j ， I教科

横断型の学習」等が挙げられ，生徒の「創造性」

や I~lt判的思考力J の育成が求められる。しか

し，これらの教育目標の重要性を各校，各教員

が理解することが出来ても 一条校においては

インターナショナルスクールやフリースクール

に比べて， IBの導入は容易ではない。その理由

は， IBの実施には， IB独自のカリキュラム

成や評価方法を導入する必要があるため，既存

のカリキュラムや教育手法，大学入学試験等と

の整合性を困るには 園芸!tが生じるからである。

自本の一条校で IBを導入する際，カリキュラ

ム設計や授業実施において 現行の学習指導要

領等を遵守しつつ，胞の基準を満たすことが求

められる。さらに， IB自体が日本で発祥したも

のではなく， I孜米中心にこれまで発展してきた

経緯もあり，日本での導入過程には教育文化の

荷においても，様々な課題が生じることが予期

される(1(:九 IB認定にかかる経費の確保について

も，特に公立の一条校においては， I嘩壁が高い

だろう。

このような現状にもかかわらず，実際に日本

では，既に IBの導入が進展している。すなわ

ち，各学校現場における受容実態を明らかにす

ることは，学術面のみならず今後， 日本で IB

を実施していくうえでも，価値が高い。現在，

グローバルイとが進展する lやで， 日本がいかに国

i禁的な教育プログラムを受容していくか検討す

ることは，時期的にも意義が高いと考える。

2. DPの概要

次に，本論が対象とする DPについて，その

概要を確認しておく。 DPは2年間の教育課程で

ある。 DPでは， 2年間で，カリキュラムの中

核を成す必修要件の「コア」と周辺の 6科目を

履修することが求められる。周辺の 6科目は，

グループ 1I言語と文学j(母国語)，グループ

2 I言語翠得(外盟諸)，グループ3I個人と

社会j，グループ4 I理科j，グループ5 I数学j，

そしてグループ 6 I芸術Jである。生徒は各グ

ループから 1科目を選択する。ただし， 1-芸術j

は，他の教科グループからの代替選択が可能で

ある。 DP資格を得るためには， 3科目，もし

くは 4科自を上級レベル (HigherLevel : HL) 

で， 3科目，もしくは 2科目を標準レベル

(Standard Level : SL)で履修することが要件

となっている。

3つのコアとは， I知の理論j(Theory of 

Knowledge : TOK)， I課題論文j(Extended 

Essay: EE)， I創造性・活動・奉仕j(Creativity， 

Acrion， Service : CAS) を指すo TOKは，学

際的な理解の育成を支えるものであり，各科目

での生徒の学習経験と産接的に関連させること

を重要視している。生徒は，学際的な観点から

個々の学問分野の知識体系をn今味して，論理的

な考え方と客観的思考力を養う。さらに，言

語・文化-伝統の多様性を認識し国際理解を深

めて，偏見や偏狭な考え方を正し，論理的思考

力を養成する。また， CASでは，教室を出て広

い社会で経験を靖み 様々な他者と共同作業を

することにより，協調性，思いやり，実践の大

切さを学ぶ。 EEでは，生徒が選択した 6科目

のうちの 1科目で研究テーマを決定し，独自の

研究を通じて，研究課題に的を絞った論文を完

成させる。

DPは，学内評価と IBによる学外試験の結果

に基づき，生徒に各大学への受験資格p 入学資

格を付与するという目的を有する。そのため，

その他の IBプログラムに比べ， IBが示す教育

内容が詳細に規定されている。表 1は，世界全

体における DP試験受験者数及び資格取得者数

の経年推移を示している。
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表1 DP試験受験者数及び資格取得者数

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015{f:: 

IBDP受験者(人) 49，637 54，000 60，084 63，031 68，035 74，290 75，919 
ー一ーーー---目ーーーーーーーーー』 時ーーー---司 -岬由----司品目司明・ーーーー 『ーーーーーーー『同時 4 時---
うち日本人競走者(人) 423 495 505 543 633 644 761 

IBDP取得者(人) 39，227 42，509 46，949 50，129 54，464 59，628 61，826 
四四百----------自由ー--- --ー四時守町一 ーーーーーー『ーーー---ーー山 時『昨-----
うち日本人取得者(人) 385 445 451 482 571 582 701 

IBDP耳文{号率 (%) 79.0 78.7 78.1 79.5 80.1 80.3 81.4 

日本人IBDP取得率(%) 91.0 89.9 89.3 88.8 90.2 90.5 92.1 

/J:l所:I国際パカロレア資格の取得状況j

(htrp:/ /www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1308004.htm> (2016年10)ヲ24[::[アクセス確認)

DPの学習内容等は 1Bが出版する一連のガ

イドラインに示されており (1九 1Bを導入する一

条校は，学習指導要領の内容と 1Bのカリキュ

ラムとを網羅し，両方の基準を満たす必要があ

る。すなわち，各校では， 1学習指導要領が定め

る各教科等の白標，内容と 1Bのカリキュラム

の内容を比較し， 1Bのカリキュラムに学習指導

要領が定める内容を禎うなどして，荷方の内容

を適切に取り扱えるよう 教育i果程を工夫して

編成・実施することJ(ωが求められる。

IBプログラムと学習指導要領という二重の教

育課程の基準が諜せられる点に関して，両者の

差異による生徒の学習負担を軽減するため，文

部科学省は，教育課程の特例措置として学校教

育法随行規則の改正を行っている(平成27年8

月四百公布・施行)(1九具体的には， (1)学校設

定教科・科目として設置した 1BDPの科目につ

いて，卒業に必要な単位数に算入できる上限を

20単位から36単位に拡大すること， (2)英数理

の必履修科邑及び総合的な学習の時間について

は，関連する 1BDP科目の履修をもって代える

ことができること， (3)圏語以外の教科等につ

いては，英語による指導を行うことができるこ

とである。

一方， 1B機構がルールを改定し，制度上の柔

軟性を拡大する動きも確認される。従来， 1Bの

教授言語は英語，フランス語，スペイン語と定

められており，通常 DPのグループ3，4， 5， 

6の科-13はこの 3言語のいずれかで実施されな

ければならなかった。しかし，文科省と IB機

構が交渉を経て，日本語で実施可能な IB科目

の範囲が拡大した。いわゆる「自本語 DPJの

開発により， DPのコアである 3要素 (TOK，

EE， CAS)に加えて 6科自中，最大で、4科目は

iヨ本語での実施が可能となった。具体的には，

グループ3 11白人と社会jの中の「経済J，1歴
史J，グループ4 1理科jの中の「生物j，1イヒ

学J，1物理J，グループ 51数学」の中の「数学

SL (標準レベル)J， 1数学 HL(上級レベル)jの

日本語での実施が可能となったO さらに，グル

ープ3の「地理j，グループ5の「数学スタデイ

ーズJ，グループ61芸術」の「音楽j，1美術」

も平成29年4月から日本語での実施が認められ

る予定となっている(14)。

以上， IBという一つの教育システムを， 日本

医i内の教育制度へ導入するための両者の[歩み

寄りjがなされることによって， IIB 200校jの

実現に向けた環境整備が徐々に進んでいる。

3.関連する先行研究の整理

本節では，関連する先行研究を「諸外国にお

ける IBの受容実態」に関するものと， 1日本に

おける IBの受容実態Jに関するものに分け，

概観する。

3.1.諸外留における IBの受容実態

1B受容に関する先行研究として，西村は， DP 

資格が主要各国でいかに認知されているか，と

いうことの整理を行っている。西村によると，

DP資格取得者は，第 l期(1971~76年)の特

定の少数国での試行 第 2 期(1977~80年)の

漸進的な増加を経て，第 3期 (1981年以降)の

世界カレッジ連盟 (UnitedWorld Colleges-

UWC)の加入や毘公立学校の参加により，急速
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に拡大している。なかでも米国，英国，カナダ

は，当初から DP資格の認知では際立った先進

国であった(西村 1989)0 これらの冨では，

個々の教育機関が IBの利用方針を決定するこ

ととなる。一方，中央教育行政機関が試験制度

を管理するドイツ，フランス，イタリアでは，

IBの利用方針もそれら中央機関から提示され

る。米国等では IBは国内制度と同等で，その

補充的な役割を与えられることが多いのに対し，

後者のlil々 では，外国人及び外国在住の自国民

に限って認知を与える傾向がある。それゆえ，

IBの普及には前者の方が適しているのは明らか

であり(西村 1986)，米国とカナダでは国公立

学校である IB認定校が増加しているとの報告

がなされている(西村 1989)。

西村が行った研究は， 1980年代以前における

IBに関するものであり， IBが世界に普及して

いく以前に， Iコスモポリタン的ノンナショナル

な教育内容要求J(西村 1989) を持つ IBを，

いかに各国の教育制度が受け入れる土壌を有し

ているかについて分析したものである。ただそ

の後 IBは，当初の邑的を離れ，教育水準への

国際的評価の高さから インターナショナルス

クール以外の学校への導入がさらに進んでいく

こととなる。渡遺は，今自における IB受容の

パターンを，以下の 4つに類型化している。

①教育改革，特に後期中等教育改革の牽引と

して IBを利用しつつグローバル化へ対応

するケース(英国)

1②学校選択制における広告塔として受容する

ケース(米国・カナダ)

③国策として国i際競争力をつけるため導入す

るケース(中国)

④遅れてスタートした近代的学校のグローパ

ル化へのキャッチアップとして部分的に取

り入れるケース(モンゴル)

そして2000年以降， IBが世界的に認定校を増

加させてきたことは明らかである一方で，学際

的な教育内容，体験的な学習，探究型カリキュ

ラムのモデルとして， IBには関係しないプログ

ラムやナショナル・カリキュラムの策定にも，

IBのコア要素が影響するという現象がみられ

る。ただし公教育へ IBを導入する課題とし

て，米国，英国，中間などでは， IBを実施して

いる学校と実施していない学校，さらには一つ

の学校の中で IBとそれ以外のカリキュラムを

履修する生徒の間に大きな亀裂を生むようにな

るといった，世界的な潮流が指摘されている

(i度遺 2014)。

また，現在，世界で最も IBの受容が進む米

国における公立ハイスクールへの DP導入の動

向を分析した矢野の研究によると，すでに米国

で IBは，ハイスクール段階の学力の高い生徒

の知的欲求を満たす，中等教育プログラムの有

力な選択肢のーっと認められるに至っている。

しかし，出プログラムの内容に対する批判も存

在する。 IBは，ヨーロァパ的な世界観への傾斜

を含みつつも，価値相対主義を尊重しており，

グローパルな視野と国際的共通性をもっ教育と

いう基本的なあり方を重視してきた。そのため，

国際主義と国家主義，世界市民の育成と米国市

民の育成という政治的対立の構図に巻き込まれ

るに至っている。また， IBの導入には，多大な

経費がかか札公立校にとっては大きな費用負

担が強いられることになる。さらに， IBを履修

する生徒は一つの学校のなかでも眠られるため，

効果的な投資の対象にはなっていないという批

判も存在する(矢野 2015)。

また，その他，各国がいかに IBを受容して

いるのかについて分析している研究としては，

英国における IB資格の認証について研究して

いる花井 (2011)が挙げられる。花井によると，

英国では，後期中等教育修了段階の学習成果を

認証する大学・カレッジ入学機構統一換算表

(UCASタリフ)に IBが位置づけられることに

より，英国圏内のその他の資格との向等性が確

保されている。その結果，英国国内の高等学校

において IBを取得し，そのまま英国国内の大

学に進学することが可能となっている。花井は，

これまでエリート教育であるとされてきた IB

教育が，現在では国の補助を受けた，公立(営)

学校を中心に提供されている現状を， IIB教育
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の大衆化Jと表現している(花井 2011)。

また，中国の文脈に焦点を当てている黄によ

ると，中国における B 導入の背景には，教育

のグローパル化への対応やグローパル人材の養

成という目的が存在する。そして， DPの卒業

生の大多数は欧米の大学を進学先に選択してい

る。また，それらの自的を実現するために， IB 

認定校では，外国人教員等の確保，欧米大学の

入試スタッフによる説明会の開催，欧米大学へ

の応募に必要な進学指導の専門セクションの設

置等がなされるよつにもなっている。ただし，

中国園内においては，公立の学校として欧米大

学を主な進学先として注目するような教育のあ

り方の是非に関する疑問が呈され，何らかの政

策的な規制の必要性も主張されるに至っている

(黄 2016)。

さらに，政府が IB導入に積極的ではない台

湾における IB導入の実態について調査をした

練・渋谷によると，台湾では，学校や家庭の主

導による IB導-入を促進する気運が生じている。

そして，その背景要閣には，欧米大学への進学

に向けた英語教育へのニーズがある。 IBは新し

い教育手法を取り入れた高度な質を保証する教

育プログラムとして注目され，政府認可の数校

が，実験学校として IBを導入している(陳-

渋谷 2016)。
また，大和によると，香港には52校もの IB

認定校が存在するが，それらの多くが「国際学

校Jである。香港では，外面入学校や国際学校

はすべて地元香港人に関かれており，香港特別

行政府は，香港人に対し，学校選択に関して何

らかの制約を設けていない。しかし，現地の公

教育が無償であるのに対して，国際学校の学費

には幅があり， IB認定校を含む学校選択の自由

は，経済力があってこそ可能であると述べられ

ている(大和 2014)。

また， ドイツで DPを導入するギムナジウム

であるゲーテシューレの事例について論じてい

る吉田によると， ドイツの公立校では国内大学

への進学を前提としたアピトゥア取得が第一の

目的である。ただし， DP資格とのこ重資格を

取得させることで，国内への進学を確保しつつ，

同時に国外の大学への進学も可能となる。実際

に，ゲーテシューレでは DP履修者の半数以上

が国外の大学への進学を考えるが，その背景に

は EU圏内の人的流動の活発化と，学年制の再

編による国内大学への進学の困難化がある。そ

して，ギ、ムナジウムでは，アピトゥアコースを

基に， DPコースで求められる特定の課題や教

科範囲を補足充当できる。しかし，補習授業は

正規の授業終了後にあり， DPの提出課題など

は自学自習で瀦わなければならないため，生徒

の学習量の増大が問題として考えられている

(吉田 2013)。

以上述べてきたょっに，諸外国における IB

受容実態については一定の研究蓄積がある。そ

して，近年，各国内の学校への IB導入に関し

て，それにより患恵を受けることができるのは，

IB認定校のなかでも一部の生徒であることや

(Ochoa 2013)， IB教育を享受しやすいのは，

社会経済的に有利な層であり，階層の再生産に

寄与しているなどの指摘 (Resnik2009)がなさ

れている。

3.2. 日本における IBの受容実態

前項では，諸外国の IBの受容実態について

整理を行ってきた。一方，自本での IB受容に

関しては， i度濯が， 日本における IB導入と諸

外屈とを対象的に論じている。すなわち，日本

では IBを丸ごと受け入れるのではなく，既存

の教育実践を IBを通して再評価しつつ擦り合

わせを行う中でこれまでの教育内容と実践を変

化させていく方法がとられていることが特徴的

である，との評価をしている(渡遺 2014)。

さらに，国家レベルではなく，自本の一条校

の現場レベルでの IBの受容に焦点を当てた渋谷

は， DPのコア要素の lつである CASに着自し

た研究を行っている。渋谷によると， CASの日

本への示唆として， r創造性，活動，奉仕jとい

うものがカリキュラム上，必修かっ中核的とさ

れている点，及び， EI標や基準，求められる学

習成果をあらかじめ生徒に周知し，生徒が常に

それを意識しながら取り組める体系的な仕組み

が整備されている点を挙げている。また，日本
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の教育への CAS導入の課題として，学習レベ

ルの高さ，教師対生徒比，保護者の合意，経済

的負担等を挙げている。そして，従来の日本の

学校教育のよさを残しつつ，国際的に評価の高

い IBの理念や教育方法から慎重に学び取って

いくことが求められると述べている(渋谷

2012)。

さらに，渋谷は，一条校ではどのような意図

および背景のもと IBが導入され，その成果や

リスクはどう認識されているのかを分析してい

るo IBを導入する一条校では， IBの教育理念

や手法が，各校や日本の教育界が目指している

ものと合致していると捉えられ，それらを実現

するという目的のもと および学校関の競争と

淘汰がすすむ中での「生き残り」のために， IB 

が導入されている(渋谷 2016)。

これらの先行研究が明らかにしているのは，

各国，各校における IB導入の呂的や背景，及

び IB導入がもたらす大局的な負の影響といっ

た側面である。本論では 先行研究の結果を踏

まえつつ，特に IBを導入，実施していく「過

程jに焦点を当てる。そのため，調査対象者を

教員に絞り，教員の視点から IB教育の課題に

ついて明らかにすることを試みる。具体的には，

日本の学習指導要領と IBにより課せられる規

則の存在などといった諸要因により，学校現場

はいかなる状況に置かれ，教員が IBを実施し

ていくにあたり何が諜題として認識されている

のかについて明らかにする。

4.諦査手法

2016年 5 月 ~10月にかけ， IB導入校 5校と候

補校 l校に対して質問紙調査をメールにより実

施したq また，対象の IB認定校の教員に対し，

IB導入に伴う「課題jについて開き取り調査を

行った。

質問紙調査は，調査時点で IB認定校であっ

た 1条校12校を対象に基本的な情報収集を試み

たが，回答が得られたのは 5校であった。質問

紙の構成は表 2，調査対象校の特性は表 3に示

すとおりである。

開き取り調査においては「何における課題かj
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表 2 質問紙調査の構成

1. なぜIBDPを導入したのか。

2 探 岱 使 用 一 教 抑 制 |

か。

3. IBDP導入j品程で苦労していること。

4. IB生と普通課程の生徒との関係

5. 生徒数 (IBコース在主著者数)

6. IBDP 担当教員数

/l:lfjJi' :筆者ら作成

表 3 誠査対象校一覧 基礎データ

一五品，、 r丸→ー三一 公/私 生徒数 総受言語

A 2011 私立 高3:14人 英語

校 高2:18人

B 2010 私立 高3・16人 7j叫A三1五1コ

校 高2:19人

C 2015 公立 1学年 25人 英語

校

D 2014 私立 i局3:9人 英語

校 高2:15人

E 2015 私立 高3:8人 EI本語、

校 高2:14人 寸J八立、.三11五1" 

F 2016 国立 25名/:年 日本語、

校 予定 1一H戸、J三"五1こ:

出所:筆者ら作成

表 4 開き取り対象教員らの基礎データ

所!高 役守叶主職、 担当教科科目 I 

(公/私)

校長A i~入寸IL 一一一一一一
教員A 私立 国語科担当教員

教員B 私立 理科・化斜旦当教員

教員 C 私立 国語科教員

教員D 私立 理科・生物担当教員

教員E 私立 元地歴・公民干ヰ担当

教員

教員F 1入}1I. フじDPコーディネー

ター

教員G 公立 DPコーディネータ

一
教員H 国立 DPコーディネータ

一
出所:筆者ら作成川川}



という明確な定義は伝えず，非構造化された開

き取り形式を取った。開き取り調査の対象者は，

IBを導入する一条校に所属する校長 i名と教員

8名である。教員の属性は，表4に示すとおり

である。

5.謂査結果哩考察

本節では，調査結果を提示する。また，それ

に基づき，日本の IB認定校における DP導入

に伴う諸課題を， (l)IB教育の管理，運営， (2) 

教員の校務分掌， (3) El本全体の iIB知Jの観

点から，それぞれ考察する。

5.1. IB教育の管理，運営の困難さ

IBを導入するに当たっては，まず学校現場に

おいて「事前準備jが求められる。準備状況が

IB機構に評価され，実施して良いという「認

定」を受けなければ， IB認定校になることはli_Jl

来ない。例えば，学校の施設や設備を IBが定

める規格に刻り，整備する必要がある。具体的

には， IB機構によって，理科の実験室や図書室

の水準が提示されている。文科省による「国際

パカ口レア認定のための手引きJには， IBの認

定に向けた手続きやコスト 学校で工面すべき

設備などが示されている。同手引きによると，

IB機構が学校側に求める設備条件として， i化
学実験室の関係jでは， i消火器，防火用毛布，

ドラフト，非常用シャワー，応急用具，洗顔場

所J等の項呂が8点挙げられている。また， i図
-書籍の関係jでは i1クラス全員が同時

にグループワークを行えるスペース」等 3項E!，

irCT， WiFi設備の関係jでは「インターネッ

ト接続可能な環境(端末は必ずしも全員分必要

ない)Jという項告が，それぞれ条件として明記

されている。

それら諸条件の整備にかかる具体的な必要経

費は示されていないが，特に公立校にとっては，

財政面が IB認定に向けた大きな障壁のーっと

なることが予想される。実際に， i必要経費Jの

不透明さは， IB認定に向けた準備段階において

認識されていたO 校長Aによれば， i施設や図書

室の改修費用を確保すること自体が大変だが，

それ以上に，いくら費用がかかるのか見えない

点が問題であるjという。つまり，管理職とし

ては認定プロセスに入る前に，予算案を立案，

計上した上で，改修工事を実施しなければいけ

ないのだが，その見請もりが非常に難しいとの

ことである。

当然ながら，学校によって，既存の設備状況

は異なるため， IB認定に向けた必要経費にはIllffi

がある。しかし，日本全体に大体，この程度の

金額がかかるという「相場観Jがまだ蓄積され

ていない。現状では，実際に必要となる費用よ

りも高額を予想している学校もある。相場観が

存在しないことは，新たに IB導入を検討する

学校にとって，施設や設備の準備が懸念事項の

ーっとなる。左記の手引きには， i国際バカロレ

ア機構としては，生徒により良い環境で DPを

履修してほしいとの考えから，学校iHlJに多くの

指摘・注文を行う傾向がありますが，それは指

導ではなくアドバイスです。大事なのは，学校

が生徒にどのように沼教育を実施しようとし

ているのかを説明し，コンサルタントに納得し

てもらうことjとある。しかし，今後 IB導入

を促進しようとする場合，より具体的な必要経

費の提示，もしくは改修費用や代替案等の先行

事例の蓄積，共有が不可欠であろう。

さらに，具体的に日導入に際して，市や県

からどの程度の追加予算を得られるのかが不明

な点も不安に拍車をかけている。 IBを導入する

際のパックアップ，すなわち自己資金に加えて，

追加の予算措置や教員の加配が実施されるのか

否かという点が不明瞭である点も，教員によっ

て懸念事項として認識されていた。

また，日本で先駆的に IBを導入したB校で

は，開始当初は IBの国内での認知1度が低いこ

ともあり，十分な数の生徒が集まらなかった。

したがって， B校においては， IB導入の初期段

階には，学校運営の先行き不透明!惑が最大の課

題であった(l九しかし 政府が IB導入を推進

していくなかで， B校における生徒募集の問題

は解決したという。そして，それに反比例する

ように浮上してきたのは 優秀な教員の雄保の

問題である。 B校では，現在，外国人教員の配
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置を主として対応しているが，将来的には， DP 

の一部科目，例えば高度なレベルの英語力が要

求される人文科学系では ヨ本諾による教授の

選択肢を加えることも検討されている。そして，

将来的には IB教育の教授経験の豊富な日本人

教員の配置を検討する必要があるという。

教員の雇用に関わる問題は， B校以外でも認

識されている。校長Aからの聞き取りによると

「どのような教員を雇用すれば良いのか分からな

いj とのことである。 DB教育を経験した人，

かつ IBを教えた経験がある教員が望ましいJ

(校長A)けれども，日本における IBの導入は，

近年取り組み始められたばかりであるため， IB 

教育に携わっていた経験を有するという条件を

満たすのは，外国籍の教員が大半となる。一条

校においては，そのなかでも原則として，自本

の教員免許を保有している教員が対象となる。

特色的な教育を行う学校において外国人教員等

を活用するための f特別免許状」の制度を活用

する方略はあるものの(18) 平成26年度における

授与件数・事例が，告本全体で92件であること

から(l9)，IB認定校における教員の採用のために，

当該制度が広く活用されているとは言い難い。

また， IBの認定に至るまでには「関心校段

rc皆J，I候補校段階J，IIB認定校段階jというプ

ロセスを経ることが必要となるが，各段階にお

いて，各校は IB機構に対して，さまざまな費

用を支払うことが定められている。表 5が，必

表 5 IB認定にかかる経費

項目 金額等詳品rn

関心校 候補校となるため 約47万円

の申請

候補校 候補校としての年 毎年約 106
会費 万円

IBコンザソレの訪問 旅費・宿泊費
(認定校申請前)

IBによる確認訪問 旅費・宿泊費
(認定校申請後)

認定校 認定校としての年 毎年約 109
会費 万円

IBによる罰守i出訪i習 5年ごとに約

39万円
一

出所:il!ll努パカロレア認、定のための手引き」を

基に室経者ら作成

要とされる認定にかかる経費の詳細である。こ

れら諸経費を，毎年継続して計上していくのは，

公立校，私立校ともに容易ではない(側2初制0ω)

生徒個人の負担については， DP資格取得の

ための試験登録料が必要となる。具体的には，

試験登録料としての約 I万 6千円に加え，資格

取得の条件となる 6科呂毎に約 1万 I千円，さ

らに EEで約 8千円， TOKで約 4千円， CAS 

で約 l千円が個々の生徒の受験料としてかかる

コストであり，合計すると約 9万 3千円にのぼ

る。

一般的に， IB認定校では，通常の授業料に上

乗せして， DP資格取得のための受験料を徴収

せざるを得ない口運営上，生徒に負担を強いて

いる状況である。 F校においては， 50万円ずつ

授業料の追加徴収を実施している。家庭の経済

的状況が， DP資搭取得の選択に影響を及ぼす

可能性は否定できない。

しかし，教員 Fによると，最も保護者が危撰

するのは， I@:接費用jではなく， I間接的なリ

スク」であるという。つまり， IBコースを選択

して，大学に入学できるのか，という点が保護

者の一番の懸念事項であるという。 B校でも，

「国内ではまだ発展段階にある，高等教育機関の

DP生の受け入れ態勢jが問題として挙げられ，

「国内大学側の， DP生の選抜方法も含めたj間

題の改善を期待するとしい3寸う声がj開習かれた αω1)

IBは，獲得する知識の量からすれば，世界の

多くの高校の教育課程で学ぶ方がその絶対量は

多いと指摘されるなど(渡遺 2014)，一般的に，

センター試験の受験とDP資格取得との両にら

みは難しいと考えられる。すなわち，学校とし

ては，いくら IBが教育的に良いプログラムで

あると考えても，保護者に進学先の見通しを提

示するなどの，説明責任を果たすことが対処す

べき課題のーっとして考えられるのである。

多くの日本の大学では，現在， DP資格を入

試形態のーっとして活用しようという動きはあ

る(泊。しかし， DPの最終試験の点数を「いか

に評価するのかjに関する体系化された指標が

日本では存在しないため，大学側も DP資格の

評価に関して課題を抱えている(島田・本多・
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大谷・自}II2016)。教員Eからは， I例えば，筑

波大学は主要大学の中でも IB入試を他に先駆

けて導入しているが， IBDPで39点を取らない

と入学できない。この点数は高過ぎるjという

意見も確認された。以上のような状況により，

IB認定校の教員は，国内の大学への入学を想定

した場合， DP資格を生徒に対し，良い選択肢

としては推奨できない現状がある。

DP資格に関する正しい認識を広めることも

各校には謀せられている。一条校である IB認

定校で DP資格取得のための条件を満たした生

徒は，高校の卒業資格と DP資格との両方を得

ることとなる。しかし DP資格に関する理解

が進んでいないために， iHBコースに通う子ど

もは， IBの受験資格しか得られないのか。つま

り，大学受験は IBでしか受けられないのかj

といった誤解があるj点も，課題のーっとして

認識されていた(教員A)oDP資格により，海

外の大学を受験することが出来る一方で，日本

盟内の大学受験の機会を狭めることに繋がると

いう危'倶が有されているのである。

5.2.教員の校務分掌に関する課題

次に，校内における教員の校務分掌に関する

課題について考察していく。

新たに，外部から既存の教育とは異なる教育

プログラムが導入されるに当たり， Iどの教員

がj当該教育プログラムを担当するか，という

ことは教員間において非常に大きな問題となっ

ている(教員A)0 IB教育を担当するための資

格は， 3臼間のワークショップ(却を受講するだ

けで，ある種[誰でも」得る事が出来る。しか

し，実際に IBの授業を担当することで，教科

間のつながりを重視した授業を構想する時間を

確保することが求められるため，教員にとって

大きな「負担jと考えられ得る。

公立の一条校で IBの導入に携わった教員A

は， IB導入に関わる教員の負担について次のよ

うに述べている。

IIBを導入するに当たり，生徒の学習負担や

進学の際のメリット，デメリットは頻繁に議

論されているが~ r教員の負担jについても，

もっと議論されるべきである。特に普通の公

立校でIBを導入する際には，教員はIBのみ

を担当するのか，通常授業に十 αで担当する

のか，その議論は不可避であるふ

教員 Fによれば，公立校で IBを導入しよう

とした際， IB担当教員は通常授業のコマ数を減

らされるが，部活動の顧問やクラス担任等の学

内業務が減免されるわけではない。現状，ただ

でさえ，過度な負担がかかっているといわれる

日本の公立校の教員に対して，周到な準備が必

要とされる IB教育の実施は，さらなる負担を

かけることに繋がり，通常授業の質も， IB教育

の質も落とす危倶があるという。

また，毘本の学校が IBの導入に踏み切る背

景には， I学校の生き残り」のために， IBを導

入することによって，学校の特色，独自性を出

すという自的が存在する (F校)。さらに， IB 
の導入により，教員の加配を期待することも，

ねらいのーっとして挙げられていた(教員 H)。

校長の意向により，グローパル教育を推進す

るための手段として IBの導入に至ったという

私立学校もある (E校)。すなわち，日本の学校

が IBを導入する背景には，多くの場合，学校

の経営を改善するためという理由や，校長の方

針が存在する。実際に IB教育を実施する教員

自身が， IB教育の理念や教授法に共感して，と

いったようなボトムアップ的な理由に基づいた

IB導入ではない場合が散見されるのが実情であ

る。

ある教員からは，学校内において， IB導入に

伴い，教員間に溝を作ることになるという懸念

が示された。例えば教員Aは， I学校内で IB受

け入れに積極的な教員グループと消極的なグル

ープがある。今後，無理に IBを導入すれば¥

“教員間の分断"を引き起こすのではないかjと

述べている。比較的，年配の教員は IB導入に

消極的で，若手の教員は IB導入に積極的だと

いう意見も聞かれた(教員 B)一方，他の対象

校では，年代にl浪らず， 2つのグループに分か

れているという状況もある(教員A)。また，消
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極的になる理由も株々で， IB認定校にならなく

ても， IBについて学ぶことを通じて，既存のカ

リキュラムや教授法を改善させることはできる

(教員A，教員H) という意見のほか， I他の学

校が導入して， しばらく様子を見るべきJ，I多
くの大学がIBを入学試験に活用し始めた後で，

導入を検討すべきJといったような，当面は様

子をみることが無難であるという反対意見も多

いとのことである(教員 C，教員日)。このよう

な学校内における教員間の分断は「間僚性の低

下jや f集団としての教育力Jの低一刊こ繋がる

危倶がある。 5本では，政府の方針として IB

の導入が推進されており 各校が IB認定を自

指す契機も，校長の方針に基づく場合が多いこ

とは左記のとおりである。すなわち， トップダ

ウン的に IBの導入がなされる傾向が指摘でき

る。その場合に，教員間における学校内部での

IB導入に対する意見の相違を，いかにすり合わ

せ得るのかが，課題の一つであるといえる。

5.3. 日本全体の IB知の課題

最後に，日本全体の IIB知Jに関する課題を

取り上げたい。左記のとおり，日本の一条校に

IBが導入され始めてまだ数年であり，運営上

も，制度上も十分な経験が蓄積されていない。

そして，日本で何より不足しているのは， IB導

入に際する「日本の IB知」であることが今自

の調査から示唆された。ここで指す IIB知」と

は，次の 3点に大別できる。

まず， 1点目は IIBに関する知識，理解jで

ある。 IBの理念や制度をおぼろげに把握してい

る教員，研究者ぽ増加しているが，正確な理解

に基づき，具体的な実践力を修得している教員

が十分にいるとは言い誤れ'0日本で開催された

IBワークショップに参加した教員五は IIBワ

ークショップに参加したが， IBのことをよく理

解していない講師が担当しており，レベルが低

い。 IBを実施する教員のレベルもまだ、低い水準

に留まっているjとの指摘をしていた。学校現

場だけでなく，研究面においても言えることで

あろうが，日本全体における IB教育に関する

知識，理解は未だ未分に深まっていない。理解

が十分ではない状況で，学校運営上の動機のみ

で，上から与えられた IBを導入している側面

があることは否めないであろう。今後，日本の

教育界や保護者の中において， IBに関する正確

な知識，理解を深める必要がある。

2点目は， IIB導入，実施に当たっての経験

実1] (値)Jである。これまで日本で IBを導入し

た学校が|浪られていることもあり， IB導入に関

する経験が広く共有されていない。そのため，

IB認定校になるためにはどの程度のコストがか

かるのか，教員力1]配や施設修繕がどの程度必要

なのか，などといったことに関する情報が十分

には共有されていない。また， IBの修了生がい

かなる進路に進み，就職をしているかなど， IB 

導入に関するメリット，デメリットがまだ明ら

かになっていなしE。そのことが，“未知のもの"

として IBへの不安を増大させている面がある。

2013年に，東京学芸大学を中心に「国際バカ口

レア・デュアルランゲージ・デイプロマ連絡協

議会jが発足し， IBを導入した学校時の情報が

徐々に共有され始めているため，このような IB

の経験知も次第に共有されるものと考えられる口

そして，最後の IIB主I]Jは，今までの日本の

教育経験を活かした上で，いかに IBを取り込

み，発展させるか，という「弁証法的な方法論

に関する知」である。 IB機構が管理，運営する

IBという一つの教育プログラムを，いかに日本

の教育文化に適合させ，既存の教育経験と融合

させていくか，といっ議論がもっとなされる必

要がある。つまり，単に IB機構が指示するが

まま， トップダウンで受容するのではなく，積

極的に自分たちから「日本版の IB教育を創造」

していく必要がある。 IB認定校を200校に増加

させることをゴールとするのではなく，議論次

第では， IBを導入しないという方針を取る学校

が出てきても，それはそれで、歓迎すべきだろう。

重要なのは，個々の学校，個人の中にあるグロ

ーパル性を育み，思際社会に適合した質の高い

教育を実践することである。

おわりに

本論では，日本における IB導入に伴う課題
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に焦点を当て，各校現場での受容実態を議論し

てきた。本論で示した課題は，全ての課題の一

端に過ぎないだろうが，このような受容実態を

確認し一つずつ課題を解決していく過程こそ

が必要で，ひいては日本型の IB教育の創造に

繋がるだろう。

また， IB教育の導入過程に関する議論につい

ては IIBを受容するか，否かJという狭い議論

に終始するのではなく，全ての子どもの「学力

観jの再検討や「グローパル性Jをいかに育む

か，という大きな教育テーマに関する議論と合

わせて実施していく必要があるだろう。欧米で

確認されるようなエリート層のための IB教育

ではなく，公教育の中に“IB的な教育"を取り

入れていく事も念頭に置きながら，幅広い議論

が求められているのではないだろうか口
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〉王

( 1) IBとは，当該教育プログラムを指すことも

あるし，当該教育プログラムを提供する組織・

機構を指すこともある。本論で辻， I教育プログ

ラム」を指す場合に IIBJ，r組織・機構」を指

す場合に IIB機構」という用語を，便宜的に用

いることとする。

( 2) Find an IB World School < http:/hνww.ibo. 

org/ programmes/ find -an同 ib-school/)(2016:tt三

10月23日アクセス雑認)より

( 3) Intern剖:ionalBaccalaureate I 国122ノfカロレ

ア (IB)の教育とはjより

( 4 )現在の IBは， DPに加え， 3 ~12歳を対象

とした初等教育プログラム (PrimaryYears 

Programme， PYP) ， 11 ~ 16歳を対象とした中等

教育プログラム (MiddleYears Programme， 

MYP) ，そして16~19歳の生徒に新たな医11緊教

育の選択肢を提供するキヤリア関連プログラム

(IB Career-related Programme， CP)から構成

されている。ただし， IB認定校には， 2つ以上

のプログラムを実施することは義務付けられて

いない。

( 5) I日本再興戦略-JAPAN is BACK -J (20日

年間議決定)38ページより

( 6) Iまち・ひと・しごと創生総合戦略J(2015年

12月閣議決定) 3ページより

( 7 )文部科学省ホームページ「霞際パカロレアの

認定校J< http://www.mext.go.jp/a_menu/ 

kokusai/ib/1307999.htm) (2016年10):J30 EIアク

セス確認)より

(8) 20021':1三に加藤学露11洗秀高等学校が， また2009

年に立命館宇治高等学校が，それぞれ認定を受

けている。

( 9) I広島， UJ梨両県にも国際パカロレアの導入

徐々にJ< https:/ /www.kyobun.co.jp/ηews/ 

20160713_02/ > 

「ノtカロレア導入へEI:J府iL9"高で、検討会J< http:// 

www.47news.jp/local口ews/yamanasbi/2016/09

/posL20160901102706.html> 

高知県ホームページ f新しい中高一員4教育校で

目指す国際パカロレア体験についてjくhttp://

www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701 /201606200 

0061.html> 

(以上2016年 10月 26 日アクセス{i{J~~!'!.)等を参照

(10) IBに対しては，設立初期の段階から，教育

内容に関して「特定の文化財に基づいていない

どころか，そのほとんどが酉巨大の観念や概念に

依拠しており，それゆえに他地域から西歌偏向j

であるとの批判が存在した(西村 1989)。この

文化的側面にi謁して IBOからは， IIBが西洋

の価値観に寄り過ぎていて rI豆11緊Jをうたって

いるにもかかわらず 真に|翠際的な視野から世

界を見つめる能力を生徒にもたらさないjとい

う批判にこたえることを目的とした文書である

は東， T!_[jはf!_[jJ (ジョージ・ウォーカー著，

英語151本2010年，日本語訳2014年出版)が発表

されている。ただし，本論では，開きIIYり調査

の結果，調査対象者から文化的制Ij簡に関する課

題が挙げられなかったため，当該側面について

は扱わないこととする。
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(11) IBのホームページ上には，IBに関する文書

を閲覧できる OnlineCurriculum Centre (OCC) 

というサイトが存在する。候補校になるとアカ

ウントが与えられ，カリキュラムに関するガイ

ドを含む IBに関する様々な書類を閲覧できる。

(12) 「1条校が国際バカロレア認定校になるに当

たっての留意事項」〈http://www.mext.go.jp/a_ 

menu/kokusai/ib/1308003.htm〉(2016年10月26

日アクセス確認）より

(13)文部科学省「国際バカロレア認定のための手

り1き」 p.39より

(14)文部科学省「国際ハカロレア (IB) における

日本語で実施可能な科目の追加について」（平成

27年 7月 1日）より〈 http://lc-ibclldp.jp/ib/ 

data/ press_release.pdf〉

(15)教員 E及び教員 Fは，現在では， IB認定校

ではない学校に異動しているが， IB認定校に在

職当時の話を聞いた。

(16) DPコーデイネーターは，全体的なプログラ

ム運営と関係者との連絡に加えて，校内リーダ

ーシソプ権限の発揮等の職務を担う。具体的に

は，学校管理者，教員，保護者，DP屁修希望者

を含む学校コミュニティに対して，IBの理念や

カリキュラム，学習評価，開誂科目等について

の情報提供をすることや， IBから要求されてい

る DP生徒の評価材料やその他の情報のすべて

の受け取り，提出に関する校内日程表を作成，

配布することなどの事務を担う。詳細について

は以下を参照。

「デイプロマ資格プログラムに閃するよくある質

「月」〈 http://www.i bo .o rg / g lobala s sets/ 

publications/faq-on-the-clp-jpn. pdf > (2016{~10

月30日アクセス確認）

(17)当該段落以下の 3段落は，質問紙調査の回答

による

(18)特別免許状の授与候補者の条件の一つに，

「スイス連邦ジュネーブ市に主たる事務所が所在

する団体であるスイス民法典に基づく財団法人

である国際バカロレア事務局（略称 IBO)」にお

ける教科に関する授業に携わった経験が，最低

l学期間以上にわたり概ね名1600時間（授業時間

を含む勤務時間）以上あることが定められてい

る。（文部科学省初等中綽教育局教職員課「特別

免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指

針J〈http://www.mext.go.jp/component/ a_ 

menu/ education/ detail/ _icsFiles/ afieldfile/20 

14/06/23/ 134857LU.pdf〉(2016年10月26日アク

セス確認より）

(19) 「特別免許状制度について」〈 http://www. 

mext.go.Jp/ component/ a_menu/ education/ deta 

ii/ _icsFiles/ afielclfile/2016/03/09/ 1348574ーし

l.pdf〉 (2016:<仁10月26日アクセス確認）

(20)実際に私立である A校からの質問紙調査の回

答でも，「予算の裏付け」が IB導入過程におい

て苦労していることの一つに挙げられた。

(21)質問紙調査の回答より

(22) 「国際バカロレアを活用した大学入試例」

〈http://www.mext.go.jp/ component/ a_menu/ e 

ducation/ detai 1/ _ics Files/ afielclfi le/2016/08/ l 

0/ 1353392_ 4.pclf〉 (2016年10月26日アクセス確

認）より

(22) IB機構により ，DPの認定を受けるために

は，最低でも 6科目および3要件（うち EEに

はワークショップがない）を開講する必要があ

る。そのため，認定前に 8科目のワ ークシヨノ

プおよび DPコーディネーター向けのワークシ

ヨソプに各校の教員らが参加することが求めら

れる。
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A Consideration on the Current Circumstances of lntroducing 

lnternational Baccalaureate Education to Japan 

With a focus on the Diploma Programme 

Jun 1仏 WAGUCHI

Chika EBATA 

This study focuses on the process of intl・oducingthe lnternational BaccalaUl噌eate(IB) Diploma Pl・ogramme

のP)to schools in ]apan. The purpose of this study is to describe barriers that accompaロythe intl吋 uctionof 

the DP in "Article One" schools (Schc刊o∞)泊olsmandated to of江fer臼ra Japanese National Cur口-r勾t北i比culum.)

ln Jap正a剖i江n，the government has promotecl the introcluction ancl expansion of IB DP， so the number of IB World 

Schools has been on the rise. There are currently 39 schools that are authorizecl to offer IB programmes in Japan 

and 14 Ar勾ticleOne scho01s implement DP. There is no qllestion that barriers could be expected with the 

introduction of DP becallse Japanese IB Wor1d Schools are required to comply with the national cllrriculum as 

well as the IB curriclIllll11 

Data was collected through a questionnaire survey sent to IB World Schools that have introduced DP in 

Article One schools as well as from interviews conducted with a scho01 principle and 8 teachers wbo have 

teaching experience in 21n IB World Scbool 

According to the research， barri町s21re classified by the following 

(1) operation m21nagement of IB Edllcation 

(2) allotment of scbool m21n21gement duties 

(3) knowledge on IB in Japan. 

Especi21lIy in st21te scbools， costs for imp1ementing the IB are recognized as prohibitive. Also recognized as 

pl・oblematicis the DP for entrance into Japanese higher educational institutions. 

lntroducing lB programmes can callse a divide between teachers in cases where implementation of the lB 

comes throllgh top-down procedures. Implementing IB Edllcation reqllires a significant amollnt of time in 

planning， llnderstanding and incorporating necessary changes. There is a1so the qllestion of how to distribllte 

positions of leadership. 

Understanding the current circumstances of introducing IB and overcoming barriers are necessary 

Discussions about how to merge IB Education and Japanese educational experiences are vital and somewhat 

urgent for・thesuccess of the merger (277 words). 
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